
 

 

 

 

 

 

市川市斎場再整備基本計画策定業務委託 

公募型プロポーザル選定結果について 
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市川市斎場再整備基本計画策定業務委託公募型プロポーザル（令和３年４月２６日公

告）について、次のとおり優先交渉権者を選定しました。 

 

１．選定結果 

優先交渉権者  株式会社昭和設計 東京事務所   （５２．３点／１００点） 

次 点 者  パシフィックコンサルタンツ株式会社 千葉事務所 

（５１．３点／１００点） 

２．選考概要 

（１）参加者数 

２者 

（２）選考経過 

（1）実施要領の公表 令和３年４月２６日（月） 

（2）質問書の受付期間 
令和３年４月２６日（月）から 

令和３年５月１１日（火）午後４時まで 

（3）質問書に対する回答 令和３年５月１４日（金） 

（4）参加申請書類受付期間 
令和３年４月２６日（月）から 

令和３年５月１７日（月）午後４時まで 

（5）参加資格審査結果通知 令和３年５月２０日（木） 

（6）企画提案書受付期間 
令和３年５月２１日（金）から 

令和３年５月２６日（水）午後４時まで 

（7）１ 次審査結果通知 令和３年５月３１日（月） 

（8）プレゼンテーション 令和３年６月 ４日（金） 

（9）選定結果の公表 令和３年６月１１日（金） 

３．選考委員会 

委 員 長 保 健 部 長 増 田 浩 子 

副委員長 保健部次長 河 野 謙 一 

委  員 総務部次長 福 田 雅 人 

〃 企画部次長 小 沢 俊 也 

〃 財政部次長 田 中 雅 之 

〃 街づくり部 
次   長 藤 城 久 保 



４．講評 

市川市斎場再整備の根幹を成す基本計画の策定は、市川市斎場再整備基本方針との整

合性を図りながら、施設規模、維持管理、運営等を含め検討するための重要なものであ

ります。これを踏まえ、プロポーザル実施要領にある評価基準に基づき、慎重に審査を

行いました。 

本プロポーザル参加者からは、趣旨及び目的、また斎場という施設の特殊性を理解さ

れた創意工夫を凝らした企画提案をいただきました。両者からの提案内容は甲乙つけ難

く、得点結果も拮抗したものとなりましたが、優先交渉権者からは、基本方針にある静

寂な空間の創造を踏まえた土地利用等に関し、僅かではありますがより優れた企画提案

があり、優先交渉権者として選定させていただいた次第です。 

最後になりますが、本プロポーザルにご参加、また熱意ある企画提案をいただきまし

たことに対し、ここに改めて感謝申し上げます。 

以上、講評といたします。 

 

 

令和３年６月１１日 

市川市斎場再整備基本計画策定業務委託 

公募型プロポーザル選考委員長 

増 田 浩 子 

 


